
本日の内容  

・会社・商品紹介   

・食肉製品の規格基準について   

・総合衛生管理製造過程の取り組みに  

ついて   

・従業員の教育について   



会社概要  

＜伊藤ハム株式会社＞   

創業：昭和3年4月   

事業内容：食肉製品および食肉の製造（加エ）■販売  

加工食品・惣菜類の製造・販売   

売上高：5，000億円（04年度）   

従業員数：約2．100名  

＜伊藤ハムデイリー株式会社＞   

事業内容；食肉加工品・総菜類の製造販売   

売上高 ；250億円（2005年3月）   

従業員数：約800名（2005年3月）   

資本金；5億円   

営業拠点；東北地区8、北海道地区6   

生産拠点；東北工場、小樽工場   



東北工場の概要   

工場開設；昭和46年11月  

約35年経過  

敷地面積；約10万坪（建坪：約2万坪）  

所在地；宮城県栗原市高清水来光沢20番地  

従業員；約500名  

（アルバイト含む、季節により変動あり）  

生産量；約1200トン／月（約300アイテム）  

営業許可：食肉製品製造業、惣菜製造業、冷凍冷蔵業、  

食肉処理業、菓子製造業  

その他；JAS・特定JAS認定工場  

1SO14001認証  

商品供給エリア；東日本一円（一部全国供給）   





食肉製品の分類と規格基準①  
食肉製品には安全性を確保する為に、食品衛生法でそれぞれの   

分類の食肉製品に対し、厳しい規格基準が定められている。  

製品名   製品分類  製造基準  成分規格  保存基準  代表的な商品   

ロースハム、  加熱食肉製  中心   
⊂コ  

発色剤（亜硝  10℃以下  

ウインナー  口q   630c30分  観相）、  
ソーセージ等  同等以上  食中毒菌   

十＋I 

ローストビーフ  特定加熱食  中心   発色剤（亜硝  100c以下   

等   肉製品   60℃12分  酸根）、   又は   

同等以上  食中毒菌  4℃以下－   

ラックスハム  非加熱食肉  低温で燻  発色剤（亜硝  100c以下   

亡あ1ニ勺            ′■′▼ ㌧′一千て′          ＝i■■■■■ii遷▼  

（生ハム）   製品   煙または  酸根）、   又は  

等  乾燥   誓，川り蜘よ                   食中毒菌  4℃以下●  ニ≡」∴一「プ   
サラミソーセー  乾燥食肉製  水分活性  発色剤（亜硝  常温   
ジ、ビーフ   

⊂：】  ロロ   0．87未満  酸根）、AW、   
ジャーキー等  食中毒菌  

－．三～                   ・ウF≡＝一 イJ」∂   

＊：水分活性：0．95以上の場合   



食肉製品の分類と規格基準②   

食肉製品の成分規格（微生物の個別規格）について  

加熱食肉製品（加熱後包装）  ・E．coli：陰性  

・黄色ブドウ球菌：1．000個／g以下  

・サルモネラ属菌：陰性  

加熱食肉製品（包装後加熱）  ・大腸菌群：陰性  

・クロストリジウム属菌：1，0－00個／g以下   

特定加熱食肉製品   ・巳coli：100／g以下  

・クロストリジウム属菌：1．000個／g以下  

・黄色ブドウ球菌：1．000個／g以下  

－サルモネラ属菌：陰性   

非加熱食肉製品   ・E．coli：100／g以下  

・黄色ブドウ球菌：1，000個／g以下  

・サルモネラ属菌：陰性   

乾燥食肉製品   －E．coli：陰性  

一水分活性：0．87未満  

HACCPとは   

・HACCP（Hazard Analysis CrlticalControIPoint）（危害分析・重要   

管理点）手法とは、微生物的危害・化学的危害・物理的危   
害が食品に含まれないようにするための管理手法。   

・最終製品の検査に依存する従来の衛生・品質管理手法と   
異なり、原材料から最終製品に至るまでの各製造段階に   
おいて危害の発生を防止することに焦点をおいた製造工   
程の管理方式。   

L1960年代に米国航空宇宙局（NASA）が宇宙食の安全性   
を高めるために民間の協力で開発した手法   



ハム■ソーセージ製造工場のHACCP  

JAS認定工場（JASの品質管理の組織及び実施方法）  

＊品質管理部門は、製造部門および営業部門から独立した組織と  

権限を有し、品質管理基準の設定がされている。  

＊管理事項・項目をリストアップしている。   

ハム■ソーセージ製造工場のHACCP構成  

＊HACCPの原則で分類・整理し、相互の整合性を持たせることで  

骨格が構成している。  

＊承認基準では19危害の防止措置や管理目標を定めることが要求され  

ている。  
（1アフラトキシン、2異物、3黄色ブドウ球菌、4カンビロバクター・シ●工シ■ユニ、5カンビロバクター・コリ、  

6クロストリジウム属菌、7抗菌性物質、8抗生物貫、9殺菌剤、10サルモネラ属菌、11セレウス菌、  
12洗浄剤、13旋毛虫、14腸炎ビブリオ、15添加物、16内寄生虫用剤の成分物質、17病原大腸菌、  
18腐敗微生物、19ホルモン剤の成分物質）  

東北工場のHACCPの取組み  

伊藤ハムグループ全工場で従業員教育・  

記録文書類の整備に取り組み開始  

宮城県の「食品営業施設の衛生管理指針  
作成」事業の協力施設の指定を受ける  

4月 加熱食肉製品の総合衛生管理製造過程の  
申請→11月承認  

3月 乾燥食肉製品衛生管理製造過程の承認申請  

→10月 認証  
1月 加熱食肉製品（包装後加熱）の変更承  

認申請→4月承認  

2月 食肉製品（加熱後包装・包装後加熱・  

乾燥）の更新申請→平成18年3月承認  

平成 5年   

平成 7年   

平成10年   

平成11年   

平成14年   

平成17年  
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HACCPシステム①  
1．危害分析   

・原材料／工程、危害原因物質、発生要臥防止措置のり不トアップ  
・生物的・化学的・物理的要因に分lナて分析   

2．重要管理点（CCP）の設定  
・一般衛生管理プログラムで制御出来ない危害について、重要管理点  
（CCP）とする（加熱工程・金属異物検出工程）   

3．管理基準の設定  
一従来から実施していた基準を基に管理基準（CL）を設定  
一加熱工程：装置の雰囲気温度or製品中心温度で決める  

・検品工程：製品サイズと装置の機能による金属性異物の検出感度  

の違いを検討   

4．モニタリング方法の決定  
t誰が何をパラメーターとしてどのくらいの頻度で行うかを決定  
・CCPが管理基準（CL）の範囲内であることを確認する  

HACCPシステム②  
5．改善措置   

・エ程の管理状態を元に戻す（設備一装置の修復）   

・不適切なロットを特定し処分する措置  

6．検証方法の設定   

・熱処理記録および装置作動状態の確認  

■金属検出機のテストピースによる精度確認  

一定期的微生物検査   

・計測器の校正  

7．記録の維持管理   

・日報発行者のサイン、記録の日時、製品名、ロット  

ーモニタリング結果、モニタリング時刻、測定者、記録の検証者  

一保管場所・保管期間の決定   

・訂正方法、改盈防止措置、検証者不在時の代行者を定める   



総合衛生管理製造過程の構成  
・製品説明書  

・製造工程フロー図  

・機械器具、施設設備一覧表  

・製造または処理のエ程に関する文書  

・施設の図面  

・危害分析一覧表  

・総合衛生管理製造過程総括表  

・CCP整理表  

・一般衛生管理マニュアル  

（危害の分顎） B 生物学的、C化学的、P物理的 （危害磨評価）重度○、中産・△、軽度 ×   
（危害の穫領）H健康危音、Q・品質危害、無印‘危害がない  （食肉加工協会作成より抜粋）  



CCP整理表（抜粋）  

危害が発生するおそれの  

ある原材料又は工程   

危害又は危害の原因物質  微生物の生残、旋毛虫の生残   

危害の発生要因   加熱温度、時間の不足   

防止措置   規定の加熱温度、時間の厳守   

管理基準   製品中心部が63℃30分と同等又はそれ以上  
の加熱   

モニタリング方法   装置付属の自動温度記録計による製品中心温  

度と時間の連続監視記録及びその確認  

頻度：ロット毎   

庫内温度の適正化および時間延長  

改善措置  改善措置が不可能な場合は報告し以下の措置  

・装置の変更、装置の修復、再加熱、廃棄   
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HACCPプランの維持管理   

承認工場の食中毒等事故は、HACCPシステムの評価にも影響  

を与える。また、企業の社会的信用の失墜いつながり、更には企  

業の存亡に関わる。  

・HACCPプランやマニュアルの見直し。速やかな改廃を行  

う。  

・HACCPプランがマニュアル通り実行されているか確認を  

行う。  

・内部監査組織で内部検証の実施する。  

・内部検証シートを作成し内部監査員の   

レベルを合わせる  

HACCPプランの検証  

HACCPプラン自体に欠陥がないか？   

・専門家委員会（HACCP委員会）の役割が重要  
，HACCP委員会の組織の見直し・役割の再検討  

実施  

・HACCP委員のレベルアップ  
・伊藤ハム品質保証セクションによる監査  
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従業員の意識付け  

従業員の意識付け  

として、毎月4日  

を「4Sの日」と  

定め、身近な改善  

を行う。  

全従業員が通る食  

堂の出入り口に掲  
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